










別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号

医師の診断等も参考に、客観的かつ総合的

に判断して、世帯の課題に応じた具体的な

援助方針を策定すること。

１

主）は定期的に医療機関を受診しており、主治医への病状

調査では軽労働可能との回答があった。しかし、主）の過

去の経歴等を踏まえ、令和7年3月3日、稼働能力について

ケース診断会議に諮った。その結果、稼働能力なしと判断

したため、本世帯の援助方針は引き続き主治医の指示に従

い療養専念するよう支援していくこととなった。

令和7年3月3日にケース診断会議に諮
り、「是正改善措置状況」のとおり決
定されていることを確認した。

主）は定期的に医療機関を受診してお

り、主治医への病状調査では軽労働可

能との回答があった。しかし、主）の

過去の経歴等を踏まえ、令和7年3月3

日、稼働能力についてケース診断会議

に諮った。その結果、稼働能力なしと

判断したため、本世帯の援助方針は引

き続き主治医の指示に従い療養専念す

るよう支援していくこととなった。

収入申告書を少なくとも１２か月ごとに徴

取すること。
７-コ

５月２６日、主）に電話連絡をし、収入及び資産申告を行

うよう伝えたところ、６月４日に提出された。

なぜ電話連絡が5/26になったのか。
（監査は2月）

担当が今年度からであり、なぜ連絡が
遅れたか詳細は不明であるが、年度末
で業務多忙であったことが要因と思わ
れるとのこと。

５月２６日、主）に電話連絡をし、収

入及び資産申告を行うよう伝えたとこ

ろ、６月４日に提出された。

是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

（暴力団関係ケース）

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 1



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

主の資産申告書について、少なくとも１２

か月ごとに徴取すること。
３-ア

令和６年１月３１日の保護申請受理時に資産申告を徴収し

た後、令和６年９月３日の主宅訪問時に当年度分として申

告書を徴収しており、その旨ケース記録の記載がなされて

いることを確認した。

令和6年9月3日の訪問記録で資産申告
書を収受した旨の記録を確認。現物も
ケース記録に綴られていることを確
認。

令和６年１月３１日の保護申請受理時

に資産申告を徴収した後、令和６年９

月３日の主宅訪問時に当年度分として

申告書を徴収しており、その旨ケース

記録の記載がなされていることを確認

した。

主の受診に関する支援方法をケース診断会

議に諮る等により組織的に検討し、具体的

な援助方針を策定すること。

１

令和７年２月２７日、令和７年度本世帯の援助方針の策定

を行い、健康の維持管理及び必要に応じた医療受診を行

い、その結果により療養専念するか求職活動の指導を行う

か判断していくこととなった。

受診しない状況について組織としてど
う対応していくか（しないなら就労指
導として対応するのか、検診命令で対
応するのか）をケース診断会議に諮っ
た上で決定し、それに基づいた指導を
行っていくようにといった指摘なので
内容が不十分です。

ケース診断会議を実施し、組織的に方
針を決定するよう助言。

主について、就労可能なため、収入申告書

を毎月徴取すること。
７-コ

令和７年５月１５日、主）に対し体調を考慮の上、求職活

動状況・収入申告書を提出するよう指導したが、申告書の

徴取はできていない。今後も提出が無い場合は、口頭指導

を行うこととした。

方針が定まっていない状況で、口頭指
導するのはどうかと思います。

ケース診断会議での検討を踏まえ、
「是正改善措置状況」の内容を修正す
るよう指示。今の方針が定まっていな
い状況で口頭指導厳しいのではないか
と助言。

主に対し、求職活動状況申告書を毎月提出

させ、面談等を通じてその状況の把握や必

要な助言指導を行うこと。

１０-テ

令和７年５月１５日、主）に対し体調を考慮の上、求職活

動状況・収入申告書を毎月提出するよう指導したが、申告

書の徴取はできていない。今後も提出が無い場合は、口頭

指導を行うこととした。

方針が定まっていない状況で、口頭指
導するのはどうかと思います。

同上

自動車保有の認否を再検討すること。 ３-ア

令和７年５月２９日、本世帯の処分保留となっている自動

車保有の認否についてケース診断会議に諮り再検討を行っ

たところ、保護開始から一年以上経った現在も保護脱却の

見込みが無いため処分指導していくこととした。

自動車保有台帳上、処分保留のままに
なっていますが、どのように指導して
いるのでしょうか。

令和7年5月29日にケース診断会議を実
施し、処分指導を行うことを決定。主
と関わりのある社協には処分指導と
なったことを伝えている。7月訪問の
際に処分指導を行う予定。担当は台帳
が保留のままであることは承知してお
らず、これから見直すとのこと。

（新規開始ケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 2



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

令和７年５月１５日、本世帯の援助方針の策定を以下のと

おり見直した。

・本世帯は母子世帯であり、次女）が幼児、主）は精神面

での体調不良を訴えているため、月１回の保健師訪問によ

る体調確認及び訪問看護・ヘルパー利用の検討・孤立防止

の支援をしていく

・主）は病状調査の結果、就労の見込みが立たないとの回

答を得ているが、就労意欲があるため、主治医と連携しな

がら二女）の通園状況に応じた就労支援を行っていく

二女の援助方針はどうなったのでしょ
うか。

援助方針の見直しは行われていたが、
二女に対する援助方針が策定されてい
ない。策定のうえ、「是正改善措置状
況」を修正するよう指示。

管内に居住する二女の父について、その職

業、収入等を主その他から聴取する等の方

法により、扶養の可能性を調査すること。

その結果、扶養義務履行が期待できると判

断された場合で、直接照会することが適当

な場合は、実地により扶養能力調査を行う

こと。

４

令和７年４月２日、主）に対し、面談で次女の父）の所在

を確認したところ、以下のとおりであった。

・住所は主）の居住地にあり、戸籍等で調査できない

・主）からLINEや電話で連絡を取っているが、繋がらな

い。主）は夫（次女の父）と繋がりがなく、連絡を取る手

段がない。

その後、福祉事務所で次女の父）の住所が変わっていない

ことを確認。現状では連絡が取れないものの、扶養義務履

行が期待できない者と判断できないため、今後も引き続き

機会を捉え、状況の把握に努めていく。

・離婚手続はどうなっているのでしょ
うか。
・夫について課税調査を行っているの
でしょうか。
・捜索願は出しているのでしょうか。

・離婚手続き　弁護士に相談している
が、元夫の居場所がわからないため、
手続きが進んでいない。
・捜索願　出していない。主がDVの加
害者であり、主にとって不利になるた
め捜索願は出さないと思われるとのこ
と。
・元夫の課税調査について
課税調査は実施していないかった。
子から見て元夫は生活保持義務関係の
にあり、重点的扶養義務者に該当する
ため、課税調査を実施することを助
言。このことを踏まえて「是正改善措
置状況」を修正するよう指示。

母子加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

保護申請時の主）への聞き取りにより、夫が令和６年５月

頃に失踪したことは分かっていたが、局7-2コ（イ）コ

（イ）Cの部分を見落としており、誤って母子加算を認定

していたため、１年経過するまでの間である令和６年６月

から令和７年５月の母子加算を削除することとした。ま

た、差額分の返還を検討するため、本世帯の状況を確認し

たところやむを得ない事由があると判断したことから法第

８０条を適用し免除することとした。

・障害年金受給中なので児童扶養手当
は対象外と思われますが、基本的に遺
棄の考え方は児童扶養手当と一緒で
す。この状況で担当部署が遺棄と判断
するのか確認してみてください（少な
くとも捜索願が出されていないと対象
にしないのではないかと思われま
す。）。

母子加算の計上可否を再検討するよう
助言。（捜索願も出していない中で行
方不明といえるか、元夫が子を遺棄し
ているといえるか。（児童扶養手当の
遺棄と同じ考え方））

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 3



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

令和７年３月１０日、本世帯の令和７年度援助方針の策定

を行い、健康維持管理と継続した医療受診の指導、主）及

び妻）は外来病状調査の結果にて就労可能との回答を得て

いるため、求職活動及び求職活動報告書の提出を促してい

くこととなった。

令和7年3月10日付けで援助方針が見直
されていることを確認した。ただし、
内容が具体的ではなく、再検討を助
言。

保有が容認されている自動車について、そ

の使用目的及び維持費の捻出方法等を把握

の上、保有の認否を再検討すること。

３-ア

５月２１日、保有容認している自動車についての認否を

ケース診断会議に諮り、その結果、保護開始から一年以上

経った現在も保護脱却の見込みが無いため処分指導してい

くこととした。

5月21日にケース診断会議に諮り、
「是正改善措置状況」のとおり決定し
ていることは確認できたが、最初に処
分価値が低いから処分指導はしないと
容認していたケースにも関わらず、
ケース診断会議では開始時から処分保
留をしていたことになっており、自立
の見込みがないため処分指導とするこ
とを決定していた。今後はしっかり整
理するよう助言。

５月２１日、保有容認している自動車

についての認否をケース診断会議に諮

り、その結果、保護開始から一年以上

経った現在も保護脱却の見込みが無い

ため処分指導していくこととした。

主の精神通院医療について、障害者総合支

援法第５８条の適用申請を検討すること。
５-ウ

５月２１日の来所時より定期通院を促しており、通院がで

き次第医師の判断を仰ぎ、障害者総合支援法第５８条の適

用申請を検討する。

5月21日の来所記録には通院を促して
いる記録はなく、6月10日の記録で「5
月21日に通院を促した」と記録がある
のみ。本来は指導した日の記録に記載
すべきであると助言。

５月２１日の来所時より定期通院を促

しており、通院ができ次第医師の判断

を仰ぎ、障害者総合支援法第５８条の

適用申請を検討する。

妻について、就労可能なため、収入申告書

を毎月徴取すること。
７-コ

５月２１日の来所時、妻）に対し、収入申告を必ずするよ

う促したが、未だ提出はない。今後も提出が無い場合は、

口頭指導を行うこととした。

妻が妊娠をしたことを受け、5月21日
に援助方針で就労不可としている。そ
のため5月21日以降は毎月の提出は必
須ではないため、その旨「是正改善措
置状況」に追記するよう指示。

妻に対し、求職活動状況申告書を毎月提出

させ、面談等を通じてその状況の把握や必

要な助言指導を行うこと。

１０-テ

５月２１日の来所時、妻）に対し、就職及び求職活動報告

書を毎月提出するよう促したが、未だ提出はない。

今後も提出が無い場合は、口頭指導を行うこととした。

同上

主の就職見通しがなくなったことを踏ま

え、適時に援助方針の見直しを行うこと。
１

令和７年２月２１日、本世帯の令和７年度援助方針の見直

しを行い、病状調査の結果就労不可との判断をし、自立支

援医療及び精神障害者保健福祉手帳取得の支援及び精神科

専門医への受診を助言していくこととなった。

令和7年2月21日付けで「是正改善措置
状況」に記載のとおり援助方針が見直
されていることを確認した。

令和７年２月２１日、本世帯の令和７

年度援助方針の見直しを行い、病状調

査の結果就労不可との判断をし、自立

支援医療及び精神障害者保健福祉手帳

取得の支援及び精神科専門医への受診

を助言していくこととなった。

主について、就労可能なため、収入申告書

を毎月徴取すること。
７-コ

５月８日、令和７年２月、３月分が未提出だったため、

主）に対し収入申告書の提出をするように伝えたが、未だ

提出はない。今後も提出が無い場合は、口頭指導を行うこ

ととした。

２月に就労不可と判断したのであれ
ば、毎月の申告は不要ですが、どのよ
うに判断して口頭指導まで検討してい
るのでしょうか。

担当者が2月に就労不可と判断してい
たことを把握できていなかった。「是
正改善措置状況」の内容を修正するよ
う指示。

主に対し、求職活動状況申告書を毎月提出

させ、面談等を通じてその状況の把握や必

要な助言指導を行うこと。

１０-テ

５月８日、令和７年２月、３月分が未提出だったため、

主）に対し求職活動報告書の提出をするように伝えたが、

未だ提出はない。今後も提出が無い場合は、口頭指導を行

うこととした。

２月に就労不可と判断したのであれ
ば、求職活動状況申告書は不要です
が、どのように判断して口頭指導まで
検討しているのでしょうか。

同上

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 4



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

主の障害者加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

障害基礎年金の受給権は有しているが、令和４年４月８

日、主治医に意見を聞いたところ、主）の症状が障害基礎

年金２級相当ではないことを確認したため、障害者加算非

該当であると判断し、障害者加算イを削除した。

また、差額分の返還を検討するため、本世帯の状況を確認

したところやむを得ない事由があると判断したことから法

第８０条を適用し免除することとした。

Ｒ４で間違いないでしょうか。
実際はいつ付けで障害者加算を削除し
たのでしょうか。
３か月以上の遡及はできず、その部分
は６３条返還を求めるか否かになるは
ずですが。

R7.6.1から加算を削除し、返還金は80
条で免除という扱いをしていた。本来
は認定が誤っていた時点から削除し、
3箇月以上前の分は63返還を検討をす
る必要があったことを助言。

障害基礎年金の受給権は有している

が、令和４年４月８日、主治医に意見

を聞いたところ、主）の症状が障害基

礎年金２級相当ではないことを確認し

たため、障害者加算非該当であると判

断し、障害者加算イを削除した。

また、差額分の返還を検討するため、

本世帯の状況を確認したところやむを

得ない事由があると判断したことから

法第８０条を適用し免除することとし

た。

（高齢者等多様なニーズを有するケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 5



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

主の精神障害者保健福祉手帳の取得につい

て検討すること。
５-エ

令和７年４月９日に主が来所したため口頭で確認を行っ

た。手帳を取得することで保護費の加算があることや、障

害福祉サービスを受けられる説明を行ったが、主より手帳

取得は希望しないとの回答であった。今後も引き続き、手

帳の取得について理解が得られるよう説明していく。

4月9日の記録に福祉手帳について説明
を行った記載がなく、5月15日の記録
で「4月9日に口頭確認を行った」とあ
るのみであった。本来は口頭確認を
行った日の記録に記載すべきと助言。

令和７年４月９日に主が来所したため

口頭で確認を行った。手帳を取得する

ことで保護費の加算があることや、障

害福祉サービスを受けられる説明を

行ったが、主より手帳取得は希望しな

いとの回答であった。今後も引き続

き、手帳の取得について理解が得られ

るよう説明していく。

年に１回以上は援助方針の見直しを行うこ

と。
１

令和７年５月９日、令和７年度援助方針の見直しを行い、

主）は心気障害のため就労することが困難であり、稼働能

力は無いと判断し、引き続き主治医の指示に従って通院す

るよう助言していくこととなった。

令和7年1月9日に援助方針の見直しが
行われていることを確認した。

令和７年５月９日、令和７年度援助方

針の見直しを行い、主）は心気障害の

ため就労することが困難であり、稼働

能力は無いと判断し、引き続き主治医

の指示に従って通院するよう助言して

いくこととなった。

主の次女及び三女について、その職業、収

入等を主その他から聴取する等の方法によ

り、扶養の可能性を調査すること。その結

果、扶養義務履行が期待できると判断され

た場合で、直接照会することが適当な場合

は、重点的扶養能力調査対象者として扶養

能力調査を行うこと。

４

４月２１日、主）宅訪問時に主）へ次女）及び三女）の状

況を聞き取りを行った。

次女）とはメール等で連絡を取り合っているが、仕事はし

ておらず障害年金で生活をしているとのこと。また、三

女）とは過去の確執から交流を拒否されており十年以上連

絡はとっていないとの話があった。以上により、次女）、

三女）については扶養義務の履行は期待できない者と判断

し、扶養照会は行わないものと判断した。

令和7年5月9日の記録より、4月21日に
主への聞き取りによる扶養の可能性調
査が実施され、その結果扶養能力調査
を行わないものと判断していることが
確認できた。
4月21日の記録にも可能性調査を実施
したことが記載されており、問題な
し。

４月２１日、主）宅訪問時に主）へ次

女）及び三女）の状況を聞き取りを

行った。

次女）とはメール等で連絡を取り合っ

ているが、仕事はしておらず障害年金

で生活をしているとのこと。また、三

女）とは過去の確執から交流を拒否さ

れており十年以上連絡はとっていない

との話があった。以上により、次

女）、三女）については扶養義務の履

行は期待できない者と判断し、扶養照

会は行わないものと判断した。

計画に沿った訪問調査を確実に実施し、生

活実態を把握の上、必要な指導援助を行う

こと。

１１
監査以降は、令和７年４月に計画していた訪問を計画通り

実施した。

指摘は「生活実態を把握の上、必要な
指導援助を行うこと」です。指導援助
内容を記載してください。

厚労省監査のあった2月以降、訪問計
画通りに訪問ができていることを確認
したが、指導援助の記載がないため、
「是正改善措置状況」に追記するよう
指示。

（稼働年齢層の者のいるケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 6



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

主の障害者加算の誤認定を是正すること。 ６-ク

主）の納付要件を確認したところ、納付要件を満たしてい

ないことが確認されたため、「精神障害者保健福祉手帳に

よる障害者加算の程度判定について（平成７年９月２７日

社援保第２１８号厚生省社会・援護局保護課長通知）」２

障害年金の受給権を有する者以外の場合に基づき、加算認

定を継続することとした。

担当者からのヒアリングにて桐生市の
年金担当課に照会し、納付要件の確認
を行ったことを確認した。記録には
「納付要件を満たしていないことを確
認した」との記載のみであったため、
どのように確認したかも記録するよう
助言した。

主について、局第４に基づき、年齢、資

格、生活歴、職歴及び地域の求人状況等に

より、稼働能力の活用状況について評価

し、増収指導の可否を検討すること。

９-セ

令和７年５月８日、主治医の意見等を参考にケース診断会

議に諮った結果、増収が見込める就労先を新たに探すよう

指導を行うこととし、援助方針の見直しを行った。

５月２３日、主）に対し、福祉事務所として検討をした結

果、増収が見込める就労先を新たに探すよう指導していく

こととなった旨説明を行った。

是正改善措置状況に記載のとおり、
ケース診断会議を実施し、医師の意見
を参考に転職を検討するよう、指導し
ていた。問題なし。

令和７年５月８日、主治医の意見等を

参考にケース診断会議に諮った結果、

増収が見込める就労先を新たに探すよ

う指導を行うこととし、援助方針の見

直しを行った。

５月２３日、主）に対し、福祉事務所

として検討をした結果、増収が見込め

る就労先を新たに探すよう指導してい

くこととなった旨説明を行った。

障害福祉サービスの利用状況を踏まえ、適

時に援助方針の見直しを行うこと。
１

令和７年３月１８日、本世帯の令和７年度援助方針を以下

のとおり見直した。

・躁うつ病の治療については、自立支援医療を活用しなが

ら医師の指示に従い療養専念するよう支援する。また、子

宮頸がん術後経過を観察するため、医師の指示に従った通

院を継続し、状態を確認するよう助言する。

・障害サービスを利用し、安定した生活を送るよう助言す

る。

是正改善措置状況に記載のとおり、援
助方針を見直していた。問題なし。 令和７年３月１８日、本世帯の令和７

年度援助方針を以下のとおり見直し

た。

・躁うつ病の治療については、自立支

援医療を活用しながら医師の指示に従

い療養専念するよう支援する。また、

子宮頸がん術後経過を観察するため、

医師の指示に従った通院を継続し、状

態を確認するよう助言する。

・障害サービスを利用し、安定した生

活を送るよう助言する。

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

令和７年３月2 ８日、本世帯の令和７年度援助方針を以下

のとおり見直した。

・長男）の健全育成及び学業に専念できる環境を整えるよ

う促す

・妹１）、妹２）、弟）、母）は定期的に受診している医

療機関は無く、就労可能と判断しているため、体調に留意

し、早期就労できるよう就労支援を行う

・主）に対し、収入増に向けた支援をしていく

是正改善措置状況に記載のとおり、援
助方針を見直しているが、具体的な就
労支援を行えていない。

主、妹、弟、母について、就労可能なた

め、収入申告書を毎月徴取すること。
７-コ

４月２１日、主）に架電し、主、妹、弟、母に対し、収入

申告書を必ず毎月提出するよう話をした。今後も提出が無

い場合は、口頭指導を行うこととした。

是正改善措置状況に記載のとおり、主
に架電していたが、収入申告書の提出
を促した記録がなかった。また、一度
も提出がない状況である。５／２７に
口頭指導を行った。（法に基づかない
ケースワークの範囲内）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 7



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

５月２２日、令和７年度援助方針について、世帯員ごとに

具体的な援助方針の見直しを以下のとおり行った。

・主）は非定型精神病を患っているため、医師の指示に従

い療養専念するよう促す。

・父）は在宅酸素療法を行っているが、ADL低下に伴い施

設入所等を検討するよう助言する。

・母）は認知症を患っているため、病院職員等と連携し施

設入所等を検討するよう助言する。

是正改善措置状況に記載のとおり、援
助方針を見直していた。問題なし。 ５月２２日、令和７年度援助方針につ

いて、世帯員ごとに具体的な援助方針

の見直しを以下のとおり行った。

・主）は非定型精神病を患っているた

め、医師の指示に従い療養専念するよ

う促す。

・父）は在宅酸素療法を行っている

が、ADL低下に伴い施設入所等を検討

するよう助言する。

・母）は認知症を患っているため、病

院職員等と連携し施設入所等を検討す

るよう助言する。

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

５月２２日、令和７年度援助方針について、具体的な援助

方針の見直しを以下のとおり行った。

・主）に対し、医師の指示に従った療養に努めることがで

きるよう支援する。

・主）の身体状況に応じた介護サービスを利用できるよう

支援する。

・弟）に対し、就労に結びつく求職活動をするよう指導す

る。

是正改善措置状況に記載のとおり、援
助方針を見直していた。問題なし。

５月２２日、令和７年度援助方針につ

いて、具体的な援助方針の見直しを以

下のとおり行った。

・主）に対し、医師の指示に従った療

養に努めることができるよう支援す

る。

・主）の身体状況に応じた介護サービ

スを利用できるよう支援する。

・弟）に対し、就労に結びつく求職活

動をするよう指導する。

弟について、就労可能なため、収入申告書

を毎月徴取すること。
７-コ

４月２３日、訪問時弟）に対し、毎月収入申告書を提出す

るよう伝えたところ、５月１３日に４月分まで提出され

た。

是正改善措置状況に記載のとおり、収
入申告書を毎月徴していた。問題な
し。

４月２３日、訪問時弟）に対し、毎月

収入申告書を提出するよう伝えたとこ

ろ、５月１３日に４月分まで提出され

た。

弟に対し、求職活動状況申告書を毎月提出

させ、面談等を通じてその状況の把握や必

要な助言指導を行うこと。

１０-テ

４月２３日、訪問時弟）に対し、毎月求職活動報告書を提

出するよう伝えたところ、５月１３日に４月分まで提出さ

れた。その際、求職活動の内容についてインターネットで

の検索や求人誌での職探しを行っていたため、ハローワー

ク等も活用するよう話し、不安であればCWが同行するこ

とも可能である旨を弟）に伝えた。

是正改善措置状況に記載のとおり、求
職活動状況報告が提出されていたが、
ＨＷ同行の案内をしたのであれば、そ
の内容をケース記録へ記載してくださ
い。

４月２３日、訪問時弟）に対し、毎月

求職活動報告書を提出するよう伝えた

ところ、５月１３日に４月分まで提出

された。その際、求職活動の内容につ

いてインターネットでの検索や求人誌

での職探しを行っていたため、ハロー

ワーク等も活用するよう話し、不安で

あればCWが同行することも可能であ

る旨を弟）に伝えた。

訪問基準に即した年間訪問計画を策定し、

計画に沿った訪問調査を実施し、生活実態

を把握の上、必要な指導援助を行うこと。

１１
令和７年度については、訪問基準に即した年間訪問計画の

策定をしたうえで計画通りに訪問を実施した。

指摘は「生活実態を把握の上、必要な
指導援助を行うこと」です。
いつ訪問し、何を指導援助したのか記
載してください。

未改善、指導援助内容を記載するよう
ＣＷに修正指示を行った。

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 8



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

世帯の課題に応じた具体的な援助方針を策

定すること。
１

５月１５日、令和７年度援助方針について、具体的な援助

方針の見直しを以下のとおり行った。

・主）は、定期的に受診している医療機関は無いため就労

可能と判断し、早期就労に向けて求職活動の支援を行い、

求職活動報告書を毎月欠かさず提出するよう促していく。

援助方針をより具体的に記載された
い。

主について、就労可能なため、収入申告書

を毎月徴取すること。
７-コ

５月９日、主）に架電し、未提出分の求職活動状況・収入

申告書を提出するように伝えたところ、５月１５日に当該

書類について４月分まで提出された。今後は毎月提出する

よう指導した。

是正改善措置状況に記載のとおり、収
入申告書を毎月徴していた。問題な
し。

５月９日、主）に架電し、未提出分の

求職活動状況・収入申告書を提出する

ように伝えたところ、５月１５日に当

該書類について４月分まで提出され

た。今後は毎月提出するよう指導し

た。

計画に沿った訪問調査を確実に実施し、生

活実態を把握の上、必要な指導援助を行う

こと。

１１
監査以降は、令和７年４月に計画していた訪問を計画通り

実施した。

訪問は原則被保護者の居住地で行うた
め、来所や電話では訪問実績として計
上できない。

生活実態を把握の上、保護の要否を検討す

ること。
８

４月２日、ケース診断会議に諮り要否判定を行った結果、

就労収入増加によりR7.4.1付で保護廃止とした。

是正改善措置状況に記載のとおり、収
入状況を確認し、要否判定を行い、保
護廃止としていた。問題なし。

４月２日、ケース診断会議に諮り要否

判定を行った結果、就労収入増加によ

りR7.4.1付で保護廃止とした。

主が退院し、作業所に通所し始めたことを

踏まえ、適時に援助方針の見直しを行うこ

と。

１

５月２２日、令和７年度援助方針について、援助方針の見

直しを以下のとおり行った。

・主）は残遺性精神性障害のため引き続き治療が必要な状

態であることから、医師の指示に従い療養専念するよう促

す。

・就労継続支援Ｂ型作業所での就労については、体調に応

じ無理のない範囲で行うよう助言する。

是正改善措置状況に記載のとおり、援
助方針を見直していた。問題なし。

５月２２日、令和７年度援助方針につ

いて、援助方針の見直しを以下のとお

り行った。

・主）は残遺性精神性障害のため引き

続き治療が必要な状態であることか

ら、医師の指示に従い療養専念するよ

う促す。

・就労継続支援Ｂ型作業所での就労に

ついては、体調に応じ無理のない範囲

で行うよう助言する。

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 9



別紙２

指　　　　摘　　　　内　　　　容 指摘番号
是正改善措置状況（確認監査後）追　加　報　告　依　頼　事　項 是正改善状況確認

ケース別問題点及び是正改善状況
【 桐生市福祉事務所 】

ケース
番  号

問　　　　題　　　　点
是　　正　　改　　善　　措　　置　　状　　況

主が病識なく受診せず、長男がヤングケア

ラー化しているという課題に応じた具体的

な援助方針を策定すること。

１

５月９日、令和７年度援助方針について、援助方針の見直

しを以下のとおり行った。

・長男）が主）の精神的なフォローや二男）及び三男）の

世話をしている現状から、主）に医療受診を促し、服薬に

よる病状安定や障害福祉サービスに繋げる等、長男）の負

担軽減を図る。

・長男）、次男）、三男）が勉学に励み規則正しい生活や

健康管理ができるよう支援する。

是正改善措置状況に記載のとおり、長
男に関する援助方針の見直しが行われ
ている。

５月９日、令和７年度援助方針につい

て、援助方針の見直しを以下のとおり

行った。

・長男）が主）の精神的なフォローや

二男）及び三男）の世話をしている現

状から、主）に医療受診を促し、服薬

による病状安定や障害福祉サービスに

繋げる等、長男）の負担軽減を図る。

・長男）、次男）、三男）が勉学に励

み規則正しい生活や健康管理ができる

よう支援する。

主に対し、児童扶養手当の申請を指導する

こと。
５-エ

４月２４日、主）に対し児童扶養手当の申請について説明

し、手続きするよう指導した。その後、主）及び子育て相

談課より亡夫）の遺族年金が受給できる可能性があるた

め、まずは児童扶養手当ではなく遺族年金が受給できるか

の相談をするよう話があったため、年金事務所で遺族年金

受給のための手続き等の相談を行うこととなった。

是正改善措置状況に記載のとおり、市
の関係課と情報共有しながら、遺族年
金の受給に向けた手続を進めている。
（遺族年金が受給できる場合は、児扶
手は受給できない可能性が高いた
め。）

４月２４日、主）に対し児童扶養手当

の申請について説明し、手続きするよ

う指導した。その後、主）及び子育て

相談課より亡夫）の遺族年金が受給で

きる可能性があるため、まずは児童扶

養手当ではなく遺族年金が受給できる

かの相談をするよう話があったため、

年金事務所で遺族年金受給のための手

続き等の相談を行うこととなった。

長男の生業扶助（高等学校等就学費等）に

ついて、挙証資料を徴取の上、所要の措置

を講ずること。

６-ケ

R6.4月～R6.6月分の高等学校等就学費の基本額について、

R6.6月の時点で認定漏れが発覚したため、R6.7月分の扶助

費にて4,5,6,7月分をまとめて支給した。それ以降、認定漏

れはない。

是正改善措置状況に記載のとおり、Ｒ
６．７月に一時扶助として支給されて
いることを確認した。問題なし。

R6.4月～R6.6月分の高等学校等就学費

の基本額について、R6.6月の時点で認

定漏れが発覚したため、R6.7月分の扶

助費にて4,5,6,7月分をまとめて支給し

た。それ以降、認定漏れはない。

訪問基準に即した年間訪問計画を策定し、

計画に沿った訪問調査を実施し、生活実態

を把握の上、必要な指導援助を行うこと。

１１

訪問基準に即し、３箇月ごとに年間訪問計画を策定し、現

時点で令和７年４月に計画していた訪問を計画通り実施し

た。

指摘は「生活実態を把握の上、必要な
指導援助を行うこと」です。指導援助
内容を記載してください。

未改善、指導援助内容を記載するよ
う、ＣＷに修正指示を行った。

（その他のケース）

　（注）　「備考」欄は、是正改善措置により生じた保護費の変動状況及び停止、廃止について記入すること。
　　　　是正改善措置状況（確認監査後）の空欄となっている箇所について、是正改善状況確認欄の指示事項に基づき修正後の状況を記載すること。 10



別紙３

ア　措置（指導）の状況

3=4 3=4

1 2 3 ① A B C D a b c d E F G e f g h H I J ② ③ 4
ケース ケース 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

合 計

（注）　１．　1ケースに２以上の指示・指導事項があり、そのうち1つの指示事項の是正改善に伴いその他の指示事項の是正改善が不要となったケースについては、
　　　　　　その他の指示事項については「措置を要しなかったもの」に計上すること。
　　　　２．　「J」欄に計上する場合、その主な内容と件数を「備考」欄に記入すること。

文
書
指
導
・
指
示
数

是
正
改
善
済
の
ケ
ー

ス
数

是
正
改
善
済
件
数
A
～

J

援
助
方
針
の
樹
立

・
変
更
し
た
も
の

具体的に是正改善の措置が図られた内容

病状把握により変更したもの最
低
生
活
費
を

変
更
し
た
も
の

他法他施策の活用があったもの

福
祉
各
法

合

計

指
導
・
指
示
事
項
件
数

区 分

福

祉

事

務

所

就
労
を
開
始
し
た
も
の

退
院

療
養
態
度
の
是
正

医
療
扶
助
の
廃
止

入
院
・
入
所

そ
の
他

小
計
a
～
d

そ
の
他
措
置
を
し
た
も
の

措
置
を
要
し
な
か

っ
た
も
の

指
導
継
続
中
の
も
の

小
計
e
～
h

世
帯
の
認
定
を

変
更
し
た
も
の

資
産
の
活
用
が

あ

っ
た
も
の

（再掲）

備 考

扶
養
の
認
定
を

変
更
し
た
も
の

総
合
支
援
法
5
8
条

収
入
を
再
調
査

し
た
も
の

文
書
で
指
示
し
た
も
の

検
診
命
令
し
た
も
の

①
～
③
　
合
計

社
会
保
険



イ　保護費の変動状況

文 書 保 護 費 に

指導・指示 変 動 が な い

ケー ス数 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケース数 金　額 ケ ー ス 数

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

小 計

暴 力 団 関 係 ケ ー ス

新 規 開 始 ケ ー ス

高齢者等多様なニーズを有するケース

稼働年齢層の者のいるケース

そ の 他 の ケ ー ス

合 計

（注）　１．「文書指導・指示ケース数」欄は、「保護費に変動があったもの」、「保護費に変動がない」及び「指導援助中」のケース数を合計した数を記入すること。

　　　　２．「金額」欄は1ヶ月当たりの保護費（医療費を含む）であること。

　　　　３．１ケースにつき２以上の指導・指示事項があり、その全部について措置を終わっていない場合は、ケースが廃止又は停止された場合を除き「指導援助中」とすること。

　　　　４．１ケースにつき２以上の指導・指示事項があり、「扶助費減」と「扶助費増」とがある場合のケース数は金額を相殺した後で多い額の欄で「扶助費減」又は「扶助費増」とすること。

　　　　５．１ケースにつき２以上の指導・指示事項がある場合、一部措置済で他が保護費の変動がないときは措置済として判断することとし、変動予定があるときは「指導援助中」とすること。

　　　　６．「保護費に変動があったもの」欄の「総数」の「金額」は、各欄の「金額」の合計で、相殺しないものとすること。
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計
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総 数 廃 止 停 止


